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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年４月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和４年２月６日 １４時０５分ごろ 

発生場所 岩手県山田町小谷
こ や

鳥
どり

漁港東方沖 

陸中大島灯台から真方位０５５°２.７海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３９°２５.５′ 東経１４２°０２.７′） 

事故の概要 漁船漁
りょう

栄
えい

丸は、帰航中、波を受けて転覆した。 

漁栄丸は、船長が負傷し、船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和４年３月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 漁栄丸、０.３トン 

ＩＴ３－４２５１９（漁船登録番号）、個人所有 

４.６１ｍ（Lr）×１.２５ｍ×０.５６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数３０、昭和６３年６月１０日 

 乗組員等に関する情報 船長 ８６歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年５月２８日 

  免許証交付日 令和２年４月１３日 

         （令和８年３月１３日まで有効） 

甲板員 ６１歳 

二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成３０年９月２０日 

  免許証交付日 平成３０年９月２０日 

         （令和５年９月１９日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ５、視界 良好 

海象：うねり 波高約１ｍ、水温 約７℃ 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、海藻
ま つ も

漁の目的で、令和４

年２月６日１１時００分ごろ、小谷鳥漁港を出港し、船越半島西岸の

岩場で漁を行っていたが、北西風が強くなってきたので、操業を切り

上げ、１４時００分ごろ、帰航を開始した。 
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本船は、１４時０５分ごろ、ふだん、静穏時に通航する船越半島南

東岸とその地先にある小島の幅約５ｍの水路（以下「本件水路」とい

う。）に至り、船長が、北西風が吹き出して天候が悪化しつつあった

ものの、一見して本件水路を航行可能と思い、東側の入り口から進入

した。 

 本船は、進入してすぐに船首側から約３ｍの波を受けて船首が持ち

上がり、倒されるような態勢で後ろに転覆した。 

船長及び甲板員は、海に投げ出されたが、間もなく付近の岩場に上

がって待機していたところ、帰港が遅いことを心配した家族から捜索

を依頼された僚船によって１６時００分ごろに発見され、救助され

た。 

船長及び甲板員は、一旦、自宅に戻ったものの、船長が寒さを訴え

たので、１１９番通報して宮古市内の病院に救急搬送され、低体温症

と診断され、１週間入院した。 

本船は、後日、僚船によりえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 拡大図 参照） 

その他の事項 本件水路は、東西方向に、幅約５ｍ、長さ約５０ｍの水路で、甲板

員によれば、一度、進入すると反転できなかった。 

本件水路は、西寄りの風が吹くと高波が立ちやすかった。 

小島は、東西約５０ｍ、南北約７０ｍの逆Ｌ字型の形状で、その東

方沖合を航行すれば、安全に航行することができた。 

船長は、携帯電話を所有しておらず、甲板員は、本事故当時、携帯

電話を自動車に置いたままであった。 

船長及び甲板員は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、北西風が吹き出して海上模様が悪化しつつある状況下、小

谷鳥漁港東方沖において、帰航中、船長が、ふだん、静穏時にしか通

航しない幅約５ｍの本件水路を一見して通航できると思い、進入した

ことから、船首方から約３ｍの波を受けて転覆したものと考えられ

る。 

 本件水路は、東西方向に、幅約５ｍ、長さ約５０ｍの狭い水路であ

ることから、西寄りの風が吹くと高波が立ちやすかったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、北西風が吹き出して海上模様が悪化しつつある状況下、

小谷鳥漁港東方沖において、本船が、帰航中、船長が、ふだん、静穏

時にしか通航しない幅約５ｍの本件水路を一見して通航できると思

い、進入したため、船首方から約３ｍの波を受けて転覆したものと考
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えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、天候が悪化する状況下、狭い水路等を航行しようとする

場合、水路の形状、風向及び水深等を考慮した上で、航行中に危

険が発生するおそれがあるときは、航行を取りやめること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

付図２ 拡大図 
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